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市からの連絡帳

　申 ８月２日捷から行事開催の２週間
前までに、高齢者支援課（田無庁舎
１階、保谷保健福祉総合センター１
階）、各出張所、各福祉会館、各老人
福祉センター、老人憩いの家（おあ
しす）にある交付申請書に必要事項
を記入し、高齢者支援課へ直接持参
（１回限り）。
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２８）

■碓障 心身障害者医療費助成制度
　各種手当・助成制度の所得限
度額、現況届の提出
　いずれの制度についても前年度と
変更はありません。申請前にさかの
ぼっての制度適用はありませんの
で、今回新しく対象になると思われ
る方は申請してください。
興碓障 心身障害者医療費助成制度
□受付期間　９月３０日昭まで
興各種手当・助成制度
□受付期間　８月３１日昇まで（重度
手当は１１月中）
※各種要件がありますので、詳細は
お問い合わせください。
□所得限度額

□現況届　重度心身障害者手当・特
別障害者手当等受給者に対して、現
況届の用紙をお送りします。期限内
の提出をお願いします。
興重度心身障害者手当
□受付期間　８月３１日昇まで
興特別障害者手当等
□受付期間　９月１０日晶まで
◆障害福祉課 　保 （札４３８－４０３５）

■心身障害者自動車燃料費助
成の申請
　対 ①身体障害者手帳１～３級・愛の
手帳１～３度・脳性まひ者・進行性
筋萎縮症の方で運転する同居の家族
がいる方　②身体障害者手帳１～４
級で自ら運転する方
□対象期間　平成２２年２月～７月
（この間に新たに認定申請をされた
方は、認定申請月から７月まで）
□受付　８月９日捷～３１日昇（土・
日曜日を除く）・障害福祉課（両庁舎
１階）※郵送も可。
　持 ①現況届兼請求書（対象者には用
紙を送付済み）　②障害者本人の認
印（代理人が申請する場合はその方
の認印も）　③車検証のコピー
④運転免許証のコピー 　⑤障害者
本人（２０歳未満の場合は保護者の口
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８月５日昭　保谷庁舎市民広場オープン！
　保谷庁舎敷地内に、市民の皆さんに親しんでいただく緑
ある憩いの空間として、市民広場を開設します。
　この広場は、芝生を覆い、はなみずき、けやき、さつき
などの樹木を植栽しているため、季節ごとにそれぞれの花
を観賞できます。
　保谷庁舎にお越しの際はぜひお立ち寄りください。
　広場は、多くの市民の皆さんに楽しんでいただく場所で
す。マナーを守って利用してください。なお、特定の時間
を占用しての利用はできません。
◆管財課 　保 （札４３８－４００１）

険者
【現役並み所得者】（３割負担）
　住民税課税所得（課税標準額）１４５
万円以上ある被保険者やその方と同
じ世帯にいる被保険者
※住民税課税所得とは、総収入金額
から各種所得控除などを差し引いて
算出します。
　一部負担金の割合に変更があった
方は、８月１日から新たな一部負担
金の割合が適用されます。月初めに
医療機関を受診するときは、窓口で
一部負担金の割合の変更があったこ
とをお伝えください。
　広域連合では、後期高齢者医療制
度について、東京いきいきネット　HP 
で情報提供を行っています。
　HP  http://www.tokyo-ikiiki.net
◆保険年金課 　田 （札４６０－９８２３）

 福　祉 

■「社会貢献型後見人」を目指す
方のための基礎講習受講者募集
　東京都が実施する「社会貢献型後
見人等候補者」養成基礎講習に、市
からの講習受講希望者を推薦しま
す。希望される方は、下記オリエン
テーションに参加してください。
　対 市で社会貢献型後見人として活動
する意欲のある、おおむね６５歳未満
の方（専門職の方は各団体等主催の
講習などを受講してください）。
　申 生活福祉課へ直接または電話。
興オリエンテーション
　時 ８月２３日捷午後１時３０分から
　場 保谷庁舎東分庁舎
◆生活福祉課 　保 
（札４６４－１３１１　内線２３１１）

■敬老行事に補助金を交付
　市では、９月の敬老月間内に、地
域の高齢者の個人・地域団体の方々
の企画・参加により行われる敬老行
事に、補助金を交付します。
□実施期間　９月１日昌～３０日昭
（敬老月間）
□参加団体な

ど　敬老の行事として
催しを行う個人・地域団体な

ど

（特別養護老人ホームなどの事業者
が主催する行事は除く）
□補助対象行事　市内在住の７０歳以
上の方が１５人以上参加する、「敬老」
の文字が入った行事（ハイキング、
カラオケ大会、食事会、囲碁将棋大
会、観劇会な

ど）
□補助金額　１行事に対して上限２
万円

 年金・保険 

■付加年金をご存知ですか？
　国民年金には、月々の定額の保険
料に４００円（付加保険料）を加えて
納付することにより、老齢基礎年金
に上乗せして給付を受けられる付加
年金があります。
　付加年金の受給額は、２００円×付
加保険料納付月数として計算されま
す。
　なお、付加保険料は、国民年金第
１号被保険者（保険料の免除を受け
ている方および国民年金基金加入者
を除く）のみ、申し込みができます。
　また、申し込みをした月分からの
納付となります。希望の方は、お早
めに保険年金課（田無庁舎２階）ま
たは、市民課（保谷庁舎１階）へ申
請してください。
◆保険年金課 　田 （札４６０－９８２５）

■「後期高齢者医療被保険者
証」を更新
　８月１日から有効の後期高齢者医
療被保険者証を被保険者１人ずつに
７月中旬から簡易書留郵便でお送り
しました。
　配達日に不在だった方の被保険者
証が郵便局での保管期間の経過によ
り、保険年金課へ戻ってきていま
す。郵便物お預かりのお知らせをお
持ちの方は、本人確認書類（免許証・
パスポート・旧被保険者証・医療証
などいずれか１点）を持って、保険
年金課（田無庁舎２階）でお受け取
りください。
□新しい被保険者証　ふじ色
□有効期間　８月１日掌～平成２４年
７月３１日昇
※被保険者とは、後期高齢者被保険
者証を持っている方です。
※被保険者証以外は、色変更なし。
興８月１日に一部負担割合を見直し
ました
　一部負担金の割合は、毎年８月１
日に見直します。判定内容は世帯の
状況と前年の所得に対する住民税課
税所得により判定（定期判定）され
ます。
□一部負担金の割合
①一般…１割※基準収入額適用申請
書提出者も含む。
②現役並み所得者…３割
【一般】（１割負担）
　同じ世帯にいる後期高齢者医療制
度の被保険者全員の住民税課税所得
（課税標準額）が１４５万円未満の被保

 税 

■市税の日曜日納付・相談窓口を開設
～滞納を放置すると処分を受けます～
　時 ８月８日掌午前９時～午後４時
　場 納税課（田無庁舎４階）
　当日都合がつかない方は納税課ま
でお問い合わせください。
◆納税課 　田 （札４６０－９８３２）

■公的年金等から算出される市
民税・都民税の納付をお忘れなく
～年金受給者で、市民税・都民税が
課税される方へ～
　平成２２年度から新規に年金特徴
（年金からの引き落とし）の対象に
なった方（昭和１９年４月３日～昭和
２０年４月２日生まれ）や、平成２１年
度に年金特徴が停止になり、平成２２
年１０月から年金特徴が再開される方
は、年税額の２分の１相当額を普通
徴収（個人納付）第１期・第２期で
納付していただきます。
　市民税・都民税の納税義務者のう
ち、年金特徴の対象となる方には、
「納税通知書」でお知らせしていま
す。６月に送付した納税通知書をご
確認いただき、普通徴収による納付
分がある方は、納め忘れのないよう
ご注意ください。
◆市民税課 　田 （札４６０－９８２７・９８２８）

■第１回動産インターネット公売
　市では、度重なる催告にもかかわ
らず市税などの滞納を続けている場
合、差し押さえなどの滞納処分を行
っています。
　今回、市が差し押さえた動産（時
計、カメラ）をインターネット入札
により公売（売却）します。
　公売による売却代金は、滞納とな
っている市税などに充当されます。
□申込期間　８月３日昇～１８日昌
□入札期間　８月２４日昇～２６日昭
興公売財産下見会　
　時 ・　場 ８月１１日昌・１２日昭午後１時
３０分～３時３０分・納税課（田無庁舎
４階）
　入札には、原則どなたでも参加で
きます。詳細は、納税課、または市
　HP をご覧ください。
◆納税課 　田 （札４６０－９８３２）

　８月は、市・都民税普通徴収第
２期の納期です。納付には、便利
な口座振替を。
◆納税課 　田 （札４６０－９８３１）

①碓障 心身障害者医療費助成　②心
身障害者手当　③自動車燃料費助
成　④タクシー料金助成

障害者本人
（２０歳未満の方は扶養義務者等）扶養人数

３６０万４，０００円０人

３９８万４，０００円１人

４３６万４，０００円２人

４７４万４，０００円３人

５１２万４，０００円４人

①特別障害者手当　②障害児福祉手当
配偶者および
扶養義務者障害者本人扶養人数

６２８万７，０００円３６０万４，０００円０人

６５３万６，０００円３９８万４，０００円１人

６７４万９，０００円４３６万４，０００円２人

６９６万２，０００円４７４万４，０００円３人

７１７万５，０００円５１２万４，０００円４人

※各種控除後（手当・助成用の控除額）の金額で
判定


